
町ぐるみで制定した
　　　　　　　　中小企業振興基本条例

与謝野町流の条例づくりと地域循環型のまちづくり施策

報告者　：　第一次産業振興会議委員　　　足立経彦

２０２１年１１月３０日



当時（平成22年）の与謝野町の

　　　　　　　　人口推移と産業構造
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周辺に比べると減少率は低いものの、人口減少、生産労働人口減少

年 昭和20年 昭和50年 平成７年 平成27年 令和3年10月

人口 28,802人 28,618人 25,939人 21,834人 20,681人

平成22年から12年間　2,749人減　88.3％



平成２２年以降は３次産業に携わる人口が少し増加して
いるが、全体の人数は約３％減少

織物業者（丹後ちりめん）が激減

農家の高齢化、後継者不足



事業所数
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マーケット縮小で起業も少ない

織物業の廃業、後継者不足等
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平成２０年 １，３６５件でスタートした与謝野町商工会　　　　　

令和３年　９２０件　３２．６％減少　昨年比102.1％



中小企業振興基本条例制定機運　　　　

　　　　　　が高まったころの時代背景



条例検討の背景

中小企業（小規模事業者）に対する共通認識

国内企業の９９％を占め、雇用の約７０％を担っている

　　
中小企業は、地域経済を支えるだけでなく、地域社会を支
える重要な役割を担っている

中小企業が活力を失うことは地域社会を衰退させることに
もつながり、持続可能なまちづくりに停滞を招く



国の動き

「中小企業基本法」(平成１１年改正)

　　地方自治体に中小企業・地域経済の振興を自治体

　　の責務として位置づけた。

「中小企業憲章」が閣議決定（平成２２年）

　　意欲ある中小企業が新たな展望を切り拓けるよう、

　　中小企業政策の基本的考え方と方針が示された。



まちの動き

「自助」「共助」「公助」に加えて、事業者が地域への貢献に
努力するという「商助」の考えが盛り込まれ、重点プロジェ
クトに「循環型の地域経済の構築」が成文化された。

【自助】・・・自分でできることは自分で

【互助・共助】・・・町民でできることは力を合わせ

【公助】・・・行政にできることの資質を高めて

【商助】・・・地域に生きる商売人にできるまちづくり

主役は「住民みんな」　自分たちのまちは自分たちの手で



まちの動き

「与謝野町産業振興ビジョン」（平成２１年度）

産業振興ビジョンに掲げた１２９の行動プログラムを具現
化していく方策について検討する「産業振興会議」の立
ち上げ。

産業振興の担い手である地元企業の活性化をまちぐる
みで推進するための関連条例（産業振興条例、中小企
業振興条例等）の制定



条例制定宣言

あ

平成２２年７月
「与謝野町産業振興会議」の設立

平成２３年５月
条例制定の提言に向けたプロジェクトチームを設置

太田貴美町長は２期目の再選の際、「今後取り組みた
い重点課題」の一つとして「中小企業振興基本条例の
制定」を挙げた。



産業振興会議について

与謝野町の地域経済を活性化するために策定された「与謝野町産
業振興ビジョン」の１２９の行動プログラムを具現化する方策を検討
する。

委員　２４名　（うち女性３名）

　　　商工会推薦　７名／団体推薦　２名／一般公募　１５名

　　　（多種多様な業種の方による委員構成）

オブザーバー　１名

　　　京都大学大学院教授　岡田　知弘　氏

　　　（専門：地域経済学）



条例ＰＴと産業振興会議の役割

第５回産業振興会議（平成23年5月）で、専門部会とし
て条例制定プロジェクトチームの設置を決定

委員内公募により９名（うち女性１名）を選出

６月９日に第１回会議を開催。

条例ＰＴ（月に１～２回のペースで開催）

　　議事をとりまとめ、産業振興会議に報告・提案

　　各団体とのヒアリングなどを合わせると8カ月で40回弱

産業振興会議（月に１回のペースで開催）

　　条例ＰＴの案を審議



条例プロジェクトチームの取り組み

与謝野町らしい条例にするため、「前文」を重視することを
確認し、「与謝野町の宝物」「地域社会での中小企業の存
在意義」「中小企業の役割」「条例の基本理念」「目的」な
どを委員間で議論を重ね、「前文」づくりを行った。

【成果】　それぞれの立場から、考えや思いを発表し合うことで、与謝野
町の産業や歴史、文化を見つめ直すことができたとともに、目指すべ
き方向性が共有・確認でき、「前文」づくりをはじめ、その後の条文作成
への議論の土台ができた。

商工団体、農業団体、金融機関等の関係団体に、条例を
町に提言する趣旨の説明を行うとともに、中間案に対する
意見聴取を行った。（これを機に金融機関がオブザーバー参加）

町民対象のシンポジウム開催



シンポジウムで訴えたこと【なぜ中小企業振興か】

地域にお金が回る仕組み作りが必要！

人口減少・少子高齢化

年々厳しさを増す町の財政状況

「産業振興」が持続可能なまちづくりに不可欠！

地域経済の疲弊

このまちを住み続けられるまちにするためには…

地域産業振興の担い手は「中小企業」！！



中小企業の考え方（名称）で大激論！

小規模事業者が多く、中小企業という言葉に「違和感」

名称は３案を提言し、最終判断は町に委ねられた。



平成２３年５月から平成２４年１月までの期間
に、条例ＰＴ会議１０回、産業振興会議９回、
関係団体との意見交換８回、町長への中間
報告を経て、平成２４年１月２７日、町長へ提
言書を提出。

町長　「提言後、制定後を見据えておられる
ので心強い」「提言書をもとに、３月定例会で
提案したい」

「事業者には地域を守る社会的使命がある」

「この条例は中小企業のためのものではなく、
町民の暮らしを支える条例である」

⇒“まちづくり”のための条例

産業振興会議から町へ提言



平成２４年３月定例会での審議経過

２月２７日　提案説明

２月２８日　産業建設常任委員会

３月７日　全員協議会（中小企業振興基本条例案件のみ）

３月９日　一般質問（１人）

３月１３日　条例審議

　　・議員１８人中１２人からの質疑

　　・賛成討論　２人

　　・全員賛成で可決



条例の構成

前文 目的（第１条） 基本方針（第３条）定義（第２条）

基本的施策（第４条） 人材の確保及び育成の支援（第１０条）

町の責務
（第５条）

中小企業者の役割
及び努力（第６条）

産業振興会議（第１１条）

経済団体等の役割（第７条） 大企業者の役割（第８条）

町民の理解
及び協力（第９条）

基本理念
基本方針

取り組み方

それぞれ
の役割

推進体制



条例の基本理念・目的

事業者、町民、経済団体等、行政が中小企業の
役割と重要性について共通認識を持つ
⇒中小企業は地域経済・地域社会の担い手

それぞれの役割について理解し、「まちぐるみ」で
地域循環型経済の構築を図る
⇒目指す方向性は「地域循環型経済の構築」

町民の暮らし並びに調和した産業及び経済の発
展を促し、もって町民生活の向上を図る
⇒中小企業の振興により、私たち（町民）の生活
に豊かさをもたらす

基
本
理
念
（
前
文
）

目
　
的



条文の特徴

1. 与謝野町の産業特性や「総合計画」「産業振興ビジョン」の方針
をふまえた内容としていること（ボトムアップ）

2. 与謝野町の産業特性をふまえて、中小企業者に農林業者を含
めたこと

3. 「ひとづくり」を重視する観点から人材の確保と育成について条
項を盛り込んだこと

4. 事業者、町民、経済団体等、行政、それぞれの役割の中に「地
域循環型経済」の担い手としての役割を求めたこと

5. 条例の推進体制として産業振興会議を審議機関と位置づけた
こと



“与謝野町流”の取り組み方

与謝野町では、町民や経営者の参画による計画作りが行
われてきた。（総合計画、産業振興ビジョン、観光振興ビ
ジョン、行政改革大綱等）

中小企業振興基本条例の検討・制定にあたっても、産業
振興会議を主体として検討を行った。

「与謝野町では、住民や経営者の参画の下に、総合計画や産業振興ビジョ
ンが策定されてきており、その延長線上に中小企業振興基本条例の制定を
目指す方法は大いに注目される」



条例制定後の展開・取り組み①

中小企業の振興を行政運営において重要な柱として普遍的に位置づけ、
各種計画や施策、工事・物品発注等に条例の理念を反映する。

　　⇒関係課で、物品発注に係る検討を開始

条例の推進体制である産業振興会議を中心に、地域経済について考える
ネットワークを構築する。

　　⇒平成２４年７月、第２期産業振興会議発足

　　　　＜構成＞　委員２５名　オブザーバー５名（岡田先生、京都府、金融機関）

　　　　＜会議＞　月１回のペースで開催（８月現在　第１３回）

　　⇒平成２６年度当初予算編成を見据えた提言を行う

　　　　「産業振興ビジョン」各行動プログラムの検証後、論点の絞り込みを行　　

　　　　い、現在は３グループに分かれて提言素案を作成中



条例制定後の取り組み②

中小企業振興基本条例を地域経済活性化の礎として、これまでに以上に、
町民、事業者、経済団体等、行政が手を携え、「まちぐるみ」で中小企業
振興、産業振興を図る体制づくり、機運づくりに取り組む。

⇒平成２４年７月　シンポジウムの開催（基本理念の周知・機運づくり）

⇒平成２５年３月　条例を契機とした商工会青年部による経営理念づくり

⇒平成２５年５月・８月　産業振興会議の企画発案による

　　条例推進事業　「まちグルメ　in YOSANO」の開催

⇒平成２５年６月　議員提案による

　　「地酒の普及促進に関する条例」施行



地域循環型のまちづくり施策①

＜目的＞

　住環境の向上と町内商工業の活性化を図る

＜対象＞

　住居の新築、改修、修繕、補修、増築工事を町内に本社・本店を有す
る事業者（町内業者）に依頼して行う方（店舗、事業所等は対象外）

＜補助金交付額＞

　補助対象事業費の１５％以内で上限２０万円

＜申請受付期間＞

　平成２１年８月１日から平成２４年３月３１日まで

　（平成２４年７月３１日までに工事が完成するもの）



地域循環型のまちづくり施策①

H21 H22 H23

補助金 6,993万円 7,822万円 1億1,629万円

対象工事費 10億1,461万円 13億749万円 15億8,872万円

一次波及効果 16億409万円 20億6,713万円 25億1,176万円

二次波及効果 3,140万円 4,046万円 4,916万円

総波及効果 16億3,549万円 21億759万円 25億6,093万円



地域循環型のまちづくり施策②

有線テレビ宅内配線工事費用の一部を補助することにより、加入
促進を図る。（補助上限額18,000円・町指定電気店のみ）

9,000万円以上が地域内に循環。地デジ対応テレビへの買い替え
需要も重なり、１億円以上（試算）が地域内に循環。

年度 宅内工事件数 補助金額

平成21年度 969 17,086,087円

平成22年度 3,523 60,379,867円

平成23年度 930 15,106,639円

計 5,422 92,572,593円



地域循環型のまちづくり施策③

与謝野町では、豆腐工場から出る“おから”を主原料とした「おから・
米ぬか・魚のあら」を原料とする有機質肥料「京の豆っこ」の製造を始
めたことにより、「大地→大豆→豆腐→おから→肥料→大地へ還元」
といったサイクルを構築し、これを実践する農業を｢自然循環農業｣と
位置付けている。

その有機質肥料「京の豆っこ」を使用し、化学肥料や農薬をできるだ
け減らし、自然環境にやさしいお米となるよう配慮した安心・安全・良
食味を追求したお米を「京の豆っこ米」としてブランド化を図っている。



第二次産業振興会議では

地産地消

地賛地紹



産業振興会議の位置づけ



ありがとうございました


